
 

参加者の有無を確認する公募手続に係る説明書 
 
１ 目的 

特定の者と随意契約しようとする本業務について、特定の者以外で下記の応募要件を

満たし、本業務の受託を希望する者の有無を確認するため、参加意思確認書の提出を公

募により求めるものです。 
なお、公募の結果、応募要件を満たすと認められる者が１者の場合には、相手方を特

定した随意契約の手続に移行する予定です。 
応募要件を満たすと認められる者が複数いる場合には、当該応募者に対して、指名競

争を実施する予定です。 
 

２ 業務の概要 
（１） 委託名    令和８年度働く障害者のための交流拠点事業業務委託 

（２） 業務内容  別紙仕様書のとおり 
（３） 業務目的    障害者の長期的な職場定着等を推進し、障害者の社会参加と自立を

支援する。 
（４） 委託期間  契約日から令和９年３月３１日まで 

  
３ 応募要件 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第 167 条の 4 及び岡山市契約規則

（平成元年市規則第６３号）第 2 条第 1 項に掲げる者でないこと。 
（２） 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について（昭和 61 年市告示 120

号）に基づき岡山市一般競争（指名競争）入札参加資格有資格者名簿（以下「有

資格者名簿」という。）に登載され、役務部門に登録があること。現在、有資格

者名簿に登載がない者も参加意思確認書を提出することができるが、参加意思確

認書の提出と併せて有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定

を受けること。 
（３） 参加意思確認書の提出日において、岡山市指名停止基準に基づく指名停止又は指

名留保期間中でないこと。 
（４） 岡山市内で地域活動支援センターⅠ型としての機能を有し、かつ就労移行支援及

び就労定着支援を運営する障害福祉サービスを提供する社会福祉法人であり、令

和６～７年度において障害者の一般就労移行実績及び一般就労へ移行した障害

者の職場定着実績があること。 
（５） 職場定着支援のスキルをもつ訪問型職場適応援助者（ジョブコーチ）が在籍して

いること。 
 



 

       
４ 日程及び期限 

  内容 日程・期限 

説明書等の交付 公示日～令和８年１月１９日(月)午後５時まで 

説明書等に関する質問受付 令和８年１月９日(金)午後５時まで 

説明書等に関する質問回答 令和８年１月１４日(水)午後５時掲載 

参加意思確認書の提出 令和８年１月６日(火)～令和８年１月１９日(月)まで 

各日午前９時から正午、午後１時～午後５時(持参のみ) 

（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定す

る休日を除く。） 

入札書の提出予定期限※１ 令和８年３月上旬頃(予定) 

※１ 応募要件を満たす者が複数いる場合のみ。指名競争入札を実施する場合には、

別途、入札指名通知書をお送りします。 

 
５ 説明書等に関する質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

    電子メールで、メールの件名を「【参加者確認質問】令和８年度働く障害者のた

めの交流拠点事業業務委託」として、岡山市保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉

課へ提出すること。 

なお、提出後は必ず電話により到達の確認を行うこと。 

    電子メール：syurou@city.okayama.jp 

（２）回答方法                      

     岡山市ホームページ（事業者情報＞入札・契約＞その他の入札情報＞企画競争・

その他）へ掲載します。 

     
６ 参加意思確認書の提出 

（１）提出書類  
①参加意思確認書（様式１） 
②業務実績調書（様式２） 

（２）提出方法 
持参のみ。 

 （３）提出場所 
岡山市役所保健福祉会館７階 岡山市保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課 

 

７ 有資格者名簿に登載されている者と同等であることの認定を受けるための書類 
（１）提出書類 
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   応募者により提出書類が異なるので、事前に必ず時間的に余裕をもって問い合わ

せること。 
（２）提出方法及び場所 

    ６に記載の参加意思確認書と併せて提出すること。 
 

８ その他留意事項 

（１）参加意思確認書が提出期限までに到達しなかった場合は、参加意思確認書を無効 

とします。 

（２）参加意思確認書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

（３）提出された参加意思確認書は、返却しません。 

（４）提出された参加意思確認書は、参加意思確認書の審査以外に提出者に無断で使用 

はしません。 

（５）提出期限以降における参加意思確認書の差替え及び再提出は認めません。 

（６）参加意思確認書に記載した配置予定技術者は、変更することはできません。 

（※配置予定技術者を必要とする場合のみ） 

（７）参加意思確認書に虚偽の記載をした場合は、当該参加意思確認書を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止等を行うことがあります。 

（８）応募要件を満たさないとの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起

算して７日（岡山市の休日を定める条例（平成元年市条例第 44号）第 1条に規定

する市の休日を除く。）以内に、書面により、当課に対し応募要件を満たさない

とされた理由についての説明を求めることができるものとします。 

（９）応募要件を満たさないとされた理由についての説明を求められたときは、説明を

求めることができる最終日から起算して１０日以内に、書面等により回答するも

のとします。 

（10）本手続は、予算その他本市の事情により中止する場合があります。 

 

 
【提出先・問い合わせ先】 

 岡山市保健福祉局障害・生活福祉部障害福祉課（岡山市保健福祉会館７階）担当：小坂 

  〒700-8546 岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 

  電話：(086)803-1234 

   FAX：(086)803-1755 

  電子メール：syurou@city.okayama.jp  
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